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（ ）は前月比

野焼きは法律で禁止されています！

お気軽にご相談ください。

日時：令和5年6月1日（木）10：00～15：00

場所：鏡支所１階第１会議室

相談員：人権擁護委員

※相談は無料で、秘密は固く守られます。

問合せ 人権政策課 ☎３０－１７１１

熊本地方法務局八代支局 ☎３２－２６５４

特設人権相談所を開設します
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５月９日・１０日に文政小学校において全校

児童を対象に交通安全教室が行われました。

３年～６年の児童は、自転車の乗り方を教わ

りました。

家庭ごみの焼却、いわゆる「野焼き」は、法律

で禁止されています。

また、焼却炉を使用する場合でも、法律で定め

られた構造基準（助熱装置、温度測定装置など）

を満たしたもの以外（簡易焼却炉、ドラム缶な

ど）は使用できません。住みやすい生活環境を作

るため、「野焼き」はやめましょう。

問合せ 市民サービス係 ☎５２－１１１６

春の全国交通安全運動

行政相談所を開設します

行政に対するご意見やご要望などがありました

ら、気軽にご相談ください。

日時：令和5年6月14日（水）9：00～12：00

場所：鏡支所１階第１会議室

※相談は無料で、秘密は固く守られます。

なお、行政相談は、『熊本行政評価事務所』

（電話：096-324-1662、FAX：096-324-1663）でも

受け付けていますのでご利用ください。

問合せ 市民サービス係 ☎５２－１１１６

５月１１日から５月２０日に

実施

５月１１日には、出発

式と街頭キャンペーンが

行われました。



 

☆対象

○昭和４８年１月１日～昭和４８年１２月３１日までに結婚又は入籍されたご夫婦

○昭和４７年以前に結婚又は入籍をされたご夫婦で、これまでに金婚夫婦表彰を受けたことがないご夫婦

☆申込期間

６月１日（木）～６月３０日（金）

☆申込場所

高齢者支援課（本庁舎１階）、各支所地域振興課、各校区コミュニティセンターの窓口

☆申込方法

申込場所に設置してある申込用紙に記入し提出してください

☆式典開催日

令和５年９月下旬予定

問合せ 高齢者支援課高齢者福祉係 ☎３３－４４３６

ジョブカフェやつしろ出張相談会

皆さんの『働くこと』をお手伝いします
就職を希望される方はどなたでもご相談ください。

日時：６月８日（木）

午後１時３０分～午後４時

場所：鏡支所１階会議室

出張相談会は、今後も毎月第二木曜日に開催予定

です。

それ以外の平日にも、県南広域本部１階のジョブ

カフェやつしろにて、仕事に関するいろいろな相談

を受けています。お気軽にご利用ください。

問合せ ジョブカフェやつしろ

☎３３－３７５６
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４月２７日（木）熊本県立鏡わかあゆ高等支援学

校カフェ実習室にてカフェ実習が行われました。

次回は７月５日（水）の予定です。

金婚夫婦を表彰します


